
 

 

 

主催主催主催主催：：：：大和商工会議所大和商工会議所大和商工会議所大和商工会議所        協力協力協力協力：：：：経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省関東経済産業局関東経済産業局関東経済産業局関東経済産業局・・・・神奈川県職業能力開発協会神奈川県職業能力開発協会神奈川県職業能力開発協会神奈川県職業能力開発協会    

政府による中小企業・小規模事業者向けの予算（平成 2６年度補正予算・平成 2７年度当初予算）はか

つてない大型予算になっています。新規事業や新製品開発、販路の開拓、創業（第二創業含む）などを計

画している方には、またとないチャンスです。今後の経営にお役立て下さいます様ご案内いたします。 

    
【【【【内内内内    容容容容】】】】    

１．「「「「中小・小規模事業者向け中小・小規模事業者向け中小・小規模事業者向け中小・小規模事業者向け補助金」補助金」補助金」補助金」 
14：00～14：４５（４５分） 

講師：関東経済産業局地域経済部地域振興課  

２．「「「「雇用関係助成金雇用関係助成金雇用関係助成金雇用関係助成金」」」」    

1４:４５～1５：３0（４５分） 

   講師：神奈川県職業能力開発協会  

３． 質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

1５:３０～1６：00（３０分） 

「中小企業「中小企業「中小企業「中小企業・小規模事業者・小規模事業者・小規模事業者・小規模事業者向け補助金・助成金向け補助金・助成金向け補助金・助成金向け補助金・助成金制度制度制度制度    概要概要概要概要説明会説明会説明会説明会」参加」参加」参加」参加申込書申込書申込書申込書    

申込先申込先申込先申込先    FAXFAXFAXFAX    ０４６０４６０４６０４６－－－－２６４２６４２６４２６４－－－－０３９１０３９１０３９１０３９１    
 
    

    

    

    

会社名会社名会社名会社名        電話電話電話電話        

担当者名担当者名担当者名担当者名        FAXFAXFAXFAX        

受講者氏名受講者氏名受講者氏名受講者氏名①①①①        

受講者氏名受講者氏名受講者氏名受講者氏名②②②②        

 

 

 

TEL ０４６－２６３－９１１２ FAX ０４６－２６４－０３９１ 

大和商工会議所 経営支援チーム 
〒２４２－００２１  大和市中央１－５－４０ 

HP:HP:HP:HP:http://yamatocci.ot.jp/http://yamatocci.ot.jp/http://yamatocci.ot.jp/http://yamatocci.ot.jp/    

eeee----mail:mail:mail:mail:ymtkeiei@yamatocci.or.jpymtkeiei@yamatocci.or.jpymtkeiei@yamatocci.or.jpymtkeiei@yamatocci.or.jp    

 

【【【【日日日日    時時時時】】】】    

平成２７年２２２２月月月月２２２２日日日日（月）（月）（月）（月） 

午後２時～４時（受付１時３０分～） 

【【【【場場場場    所】所】所】所】大和商工会議所３階ホール 

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】無 料    

【定【定【定【定    員】員】員】員】８０名（先着順で受付します） 

【申【申【申【申    込】込】込】込】下記「参加申込書」を FAX 送信

にて１月３０日（金）１７時まで

にお申し込み下さい。 

    
【中小企業・小規模事業者向け補助金制度のポイント】 

★★★★「「「「ものづくり・商業・サービス革新補助金ものづくり・商業・サービス革新補助金ものづくり・商業・サービス革新補助金ものづくり・商業・サービス革新補助金」」」」    

  ○新しい商品・サービスの開発や業務プロセスの改善、新しい販売方法の導入など、中小企業・ 

   小規模事業者が取り組む事業革新の費用の 2/3 を補助します。（補助上限額１，０００万円他） 

★「小規模★「小規模★「小規模★「小規模事業者持続化補助金」事業者持続化補助金」事業者持続化補助金」事業者持続化補助金」    

  ○小規模事業者が商工会議所等と一体となって取り組む販路開拓の費用の 2/3 を補助します。 

（補助上限額５０万円）※雇用対策や買い物弱者対策への取組を行う事業者に対しては重点的に 

支援（補助上限額のアップ：補助上限額１００万円）します。 

★「★「★「★「創業創業創業創業・第二創業・第二創業・第二創業・第二創業促進補助金促進補助金促進補助金促進補助金」」」」    

        ○創業費用の 2/3 を補助します。（補助上限額２００万円） 

○事業承継を契機として既存事業を廃業し、業態変換する際（第二創業）にかかる費用（廃業コスト 

を含む）の 2/3 を補助します。 


